
指標 

（ＤＰＣ指標）

Process

レセ電コード 診療行為コード 診療行為 
160177150 D012-27 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿） 
160104250 D012-21 肺炎球菌抗原定性（尿） 
160188850 D012-27 肺炎球菌細胞壁抗原定性 

薬価基準コード 系列 代表薬 成分名 記号 
6131403 1.ペニシリン系 ペントシリン ピペラシリン PIPC 
6139505 1.ペニシリン系 ゾシン ピペラシリン/タゾバクタム PIPC/TAZ 
6132418 2.セフェム系 モダシン セフタジジム CAZ 
6132425 2.セフェム系 マキシピーム セフェピム CFPM 
6132426 2.セフェム系 ファーストシン セプォゾプラム CZOP 
6139500 2.セフェム系 スルペラゾン スルバクタム・セフォペラゾン STB/CPZ 
6139501 3.カルバペネム系 チエナム イミペネム/シラスタチン IPM/CS 
6139400 3.カルバペネム系 メロペン メロペネム MEPM 
6139401 3.カルバペネム系 オメガシン ビアペネム BIPM 
6139402 3.カルバペネム系 フィニバックス ドリペネム DRPM 
6139503 3.カルバペネム系 カルベニン  パメペネム/ベタミプロン PAPM/BP 
6241013 4.ニューキノロン系 クラビット レボフロキサシン LVFX 
6241400 4.ニューキノロン系 シプロキサン（注射） シプロフロキサシン CPFX 
6241008 4.ニューキノロン系 シプロキサン（内服） シプロフロキサシン CPFX 
6241401 4.ニューキノロン系 パシル パズフロキサシン PZFX 
6134407 5.アミノグリコシド系 ゲンタシン（注射） ゲンタマイシン GM 
6123402 5.アミノグリコシド系 アミカシン アミカマイシン AMK 
6123401 5.アミノグリコシド系 トブラシン トブラマイシン TOB 
6123404 5.アミノグリコシド系 イセパシン イセパシン硫酸塩 ISP 
613400 5.アミノグリコシド系 パニマイシン ジベカシン DKB 

上 7 ケタ 内容 
61**xxx 抗生物質製剤 内服薬・注射薬（xxx は 001 ～ 699） ※ただし 6191xxx は除く（ヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬） 
621*xxx サルファ剤 内服薬・注射薬（xxx は 001 ～ 699） 
624*xxx 合成抗菌剤 内服薬・注射薬（xxx は 001 ～ 699） 
629*xxx その他の化学療法剤 内服薬・注射薬（xxx は 001 ～ 699） 

レセ電コード 診療行為コード 診療行為 
160058610 D018-3 細菌培養同定（血液） 

レセ電コード 診療行為コード 診療行為 
160177150 D012-27 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿） 
160104250 D012-21 肺炎球菌抗原定性（尿） 
160188850 D012-27 肺炎球菌細胞壁抗原定性 

市中肺炎来院時の検査等                       

・必要データセット：DPC様式１、E/Fファイル 
・分子：A）分母のうち、尿中肺炎球菌抗原検査を受けた症例 
    B）分母のうち、血液培養検査を受けた症例 
    C）分母にうち、入院当日から抗菌薬を投与された症例 

D）分母のうち、注射抗菌薬に投与初日に、抗緑膿菌薬を処方された症例 
・分母：18歳以上の市中肺炎症例 
・分子÷分母（単位：パーセント） 
分母の定義 
Ⅰ．解析期間に退院した症例を対象とする 
Ⅱ．このうち、様式１の生年月日、入院日より入院時年齢を求め18歳以上の症例。 
Ⅲ．このうち、市中肺炎症例。DPCコードの上6桁が040070（インフルエンザ、ウイルス性肺炎）、040080（肺炎、急
性気管支炎、急性細気管支炎）いずれかでかつ、肺炎の重症度分類の7桁目（コードでは８．院内肺炎、市中肺炎）
が「５」（市中肺炎）の症例 

Ⅳ.入院中に注射抗菌薬を投与された症例 
分子の定義 
A）尿中肺炎球菌抗原検査を受けた症例 
診療行為の点数コードのいずれかに以下が含まれる症例。かつ、以下の２条件を満たす症例。①様式１「がんの初発、
再発」が「初発」かつ ③「UICC病期分類(T),(N),(M)」がT1$（3桁以降はワイルドカード、T1a等を含む）またはT2、
かつN0、かつM0 

2020年より定義変更あり 

A）市中肺炎来院時の尿中肺炎球菌抗原実施割合、B）市中肺炎来院時の血液培養提出割合、
C）市中肺炎来院当日の抗生剤投与割合 D）市中肺炎患者の抗緑膿菌薬投与割合
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指標の意義 

指標の定義・算出方法 

A・B） 病原微生物の同定は、治療の最適化や耐性菌の対策上重要である。 
C)早期診断並びに治療の適時性 
D)市中肺炎において緑膿菌が起因菌となることはまれ(4%)であり、薬剤耐性の観点からも安易な抗緑膿菌薬の使用が
多剤耐性菌のリスクとなることから、エンピリック治療においては重症度等を勘案して適切に選ばれなければならな
い。 

C）入院日と同一日に抗菌薬（内服薬もしくは注射薬）を投与された症例。 
EFファイルの薬剤情報の点数コードに、下記いずれかの薬価基準コード7桁に対応するレセ電コードが含まれる症例
※薬価基準コード上7桁について、上2～4ケタ情報を利用、「xxx」は001～699として内服薬・注射薬を指定 
薬価基準コード 

B）血液培養検査を受けた症例 
診療行為の点数コードのいずれかに以下が含まれる症例 

D）分母のうち、注射抗菌薬に投与初日に、抗緑膿菌薬を処方された症例。 
EFファイルの薬剤情報の点数コードに、下記いずれかの薬価基準コード7桁に対応するレセ電コードが含まれる症例




























